
平成２８年７月２７日 

 

『いいアルバイト』に注意！ 
国民生活センターが『「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトに注意！』という注意喚起を出しま

した。 

内容は、「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで報酬が貰えるというアルバイト

をするため身分証明書を送ったところ、知らない間に自分の名義で携帯電話が契約されていた」

というものです。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者へのアドバイス                                  

 

◎「いいアルバイト」と言われても、このようなアルバイトは絶対しないようにしましょう。 

「荷受代行」「荷物転送」などのアルバイトは絶対にしないようにしましょう。 

相手が、無断で消費者の身分証を使って契約した携帯電話などが事業者から消費者に送られ、

消費者が別の場所に送り、それが犯罪に使用される可能性が考えられます。 

 

◎簡単に儲かる話はありません！ 

数千円の報酬を得るために、結果として、携帯電話などの使用料や解約金、携帯端末代金な

ど、もらった報酬以上の支払いを求められる可能性が考えられます。 

「簡単に儲かる」という話には注意をし、身分証、銀行口座などの個人情報を安易に伝えな

いようにしましょう。 

 

おかしいなと思った時は、県消費生活センターまたは熊本市消費者センターに相談をしてくだ

さい。 

 

①ＳＮＳで友人から紹介されたり、「いいアルバイトがある」というＳＮＳの投稿を見たり 

して、消費者が相手に連絡を取る。 

②相手から「電化製品・電子機器の入った荷物を指定の住所に送るだけ」「1回につき報酬 

が支払われる」「始めるにあたり身分証が必要」と説明され、身分証（運転免許証や健康 

保険証）の画像データを送るよう指示される。 

③相手が、消費者から送られた身分証の画像データを使い、消費者に成りすまし、携帯電 

話等の契約を行う。 

④消費者のもとに、③で契約された携帯電話等が入った荷物が届く。消費者は「中身を開 

封せずに指定の住所に送るように」と指示をされており、荷物を発送し、報酬を受け取る。 

例 

熊本県消費生活センター  相談電話  ０９６－３８３－０９９９ 

 (相談受付時間 当分の間、平日の午前９時から午後８時まで) 

熊本市消費者センター   相談電話  ０９６－３５３－２５００ 

(相談受付時間 平日の午前９時から午後５時まで) 

 


